
（例年３月20日頃に行う正規教員の異動発表日の対象とはなりません。）

　イ　県立学校・・・任用初日に学校において行います。

ます。

条件付採用

給料月額 教職調整額 給料の調整額 教員特別手当 合計

大学卒 251,100円 10,044円 2,600 円 263,744円

短大卒 227,700円 9,108円 2,300 円 239,108円

420,200 円 16,808 円 7,100 円 444,108円

大学卒 251,100円 10,044円 2,600 円 263,744円

短大卒 227,400円 9,096円 2,200 円 238,696円

431,800 円 17,272 円 7,100 円 456,172 円

大学卒 251,100円 10,044円 11,299円 2,600 円 275,043円

短大卒 227,400円 9,096円 9,300円 2,200 円 247,996円

431,800 円 17,272 円 11,300 円 7,100 円 467,472 円

退職手当

教職員・福利課

令和８年４月１日以降の教諭（任期付教員）の勤務条件等の概要（養護教諭・栄養教諭を含む。）

※任期付教員としての任用期間の勤務条件等は、育児休業及び配偶者同行休業の取得ができない以外、正規教員と同じ扱いとなります。

（表中の内容は令和７年10月２日現在のものであり、変更となることがあります。）

区　分 内　　　　　容　　　　　等

　令和８年４月１日付の赴任先については、令和８年３月初旬に本人に連絡します。

※基準を満たす場合は、赴任旅費が支給されます。

　ア　市町村（組合）立学校･･･任用初日に当該教育委員会又は学校において行います。

　任期付教員は、令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間、任期付教員採用候補者名簿に登載され、

育児休業又は配偶者同行休業を取得する教員の代替として配置されます。任期は、原則として、教員の育児休業期

間又は配偶者同行休業期間に応じて設定されますが、期間が短縮された場合等において、人事異動を行うことがあり

　なお、名簿登載期間中であっても、臨時教員の身分で配置される場合や、教員の休業取得状況によっては、名簿登

載されても採用されない場合があります。

正規教員と同様の取り扱いとなります。

給与の支給日・・・原則として毎月16日に支給されます。

加算後の最高額 ※１

加算後の最高額 ※１

加算後の最高額 ※１

◎　任期付教員は、職務の級２級または１級（教諭の給料表）が適用されます。

※１　給料月額等は、任用前の職歴により加算される場合があります。

※２　小・中学校教諭で、特別支援学級の担任の場合は、給料の調整額が支給されます。

 交通機関（電車・バス等）利用の場合　上限 150,000円

 交通用具（自動車・バイク等）利用の場合　上限 36,800円　　（※高速道路利用の加算あり）

扶養手当 父母等/6,500円　　子/13,000円

その他  期末・勤勉手当 （１年間任用の場合は年２回） など

６か月以上継続勤務した場合に、勤続年数に応じた支給率で支給されます。

■年次有給休暇 ：８日（４月～８月）、20日（９月～翌年８月）［繰越あり］　※任用期間により変動します。
■夏期休暇（５日）■病気休暇（原則90日以内）　など正規教員と同じ扱いとなります。

　育児休業等の取得状況等により、臨時的任用教員として配置される可能性があることから、原則として、任期付教員

名簿に登載された方は別途臨時的任用教員の登録をしていただきます。なお、臨時教員として任用された場合は、臨時

教員の勤務条件等が適用されることになります。
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住居手当
家賃が月額23,000円以下の場合　　家賃額－12,000円
家賃が月額23,000円を超える場合　 (家賃額－23,000円)×1/2＋11,000円
(100円未満切捨)(上限27,000円)
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公立学校共済組合員となります。（同時に高知県教職員互助会に加入することができます。）
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